
高等部2組キャリア実習 

 

 

 

早くも今年が終わろうとしています。各部では、来年度の進学や進級に向けての準備が大詰めを迎えていま

す。そんな中、金華祭では、高等部と中学部の作業製品販売が行われました。 

今回は、高等部のキャリア実習と作業製品販売の取組をお伝します。 

 

 

 高等部2組金華祭作業製品販売会 

 

 

キャリア支援通信 
第５号 

長良特別支援学校 

キャリア支援部 

令和6年１１月２８日  

日 

１０月１５日から１７日の３日間、岐阜駅前にある就労継続支

援B型事業所エンターテイメントアカデミー「でじるみ」で実習

を行いました。「でじるみ」では、動画作成、アニメーション・キャ

ラクターデザイン、グラフィックデザインを学びながら働くことが

できます。 

実習では、専門の画像編集ソフトを使用し、液晶タブレットで

の描画練習を行いました。普段学校で使用している機材やアプ

リとは異なり、分からないことも多くありましたが、専門のスタッ

フの方々が丁寧に指導してくださり、知識と技能を向上させるこ

とができました。 

また分からないことがあった際には自分から質問をしたり、自

分の興味や好きなことをスタッフの方々に伝えたりして、積極的

にコミュニケーションを取ることができました。 

 

 １１月１６日（土）に金華祭で作業製品販売会を行いました。高等部

２組は８月の総文祭での販売会を経て、新たな製品開発を行い、それ

ぞれの技術を生かした製品作りを行ってきました。当日は「おすすめは

ありますか？」との質問に対して、自分たちが頑張って作った製品の良

さを自分の言葉でアピールすることができました。また、製品の説明

係、レジ係、袋係などの役割を最後まで責任をもって取り組むことがで

きました。 

さらに、中学部に委託された作業製品を販売したり、中学部に販売

を委託したりしました。事前に高等部の生徒自ら中学部の生徒に作業

製品の説明を行い、お互いの作業製品の交流を深めました。それぞれ

の頑張りを知り、作った製品が売れていく喜びを知ることができた貴

重な体験になりました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、全校の保護者にも販売の機会を作ることができました。特に、小学部の方に作業 

製品を実際に見ていただけたことで、中学部に進学してから、こんな活動を行っていくのかと 

いうことを実感していただけたのではないかと思います。 

さて、生徒たちは販売会に向けて、製品作りだけでなくポスターやPR、値札作り等にも取 

り組んできました。当日は自分の担当する商品を介して、お客さんとのやりとりを楽しみなが 

ら行うこともできました。どの生徒も、販売会は楽しかったという感想を持つことができました。 

どんな商品を作ったら喜んでもらえるのか、来年度の商品開発を考えながら、今後の作業学 

習に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

１１月１８日に金華祭で作業製品販売会をしました。４月からこの販売会に向けて、製品開発や材料調べ、

生地選びに作り方など、周りの人に聞いたり、調べたりしました。「貰って嬉しい商品」を意識して取り組みまし

た。また、接客の練習も行い、レジ打ちや接客するときのマナーや言葉遣いなども学び本番に臨むことができま

した。 

本番では「どの商品がおすすめですか？」と生徒に質問をしているお客さんも見え「○○の商品は、丈夫で

おすすめです」と落ち着いて返答をしている様子もあり、練習の成果も見ることができました。中でも「○○の柄が

いい、ありがとう」など買って喜んでいる姿と声も聞くことができ、作った製品が売れていく喜びを知ることができた貴

重な体験になりました。 

高等部3組金華祭作業製品販売会 

中学部2組金華祭作業製品販売会 

 １１月１６日（土）に作業製品販売会を行いました。今回の 

販売製品は、箸袋、巾着袋、小物入れ、ティッシュケースカバ 

ー、しずく型バック（新商品）です。 

お客さんが来ると「いらっしゃいませ」と目を見て接客する 

姿がありました。お会計後も「ありがとうございました」とお 

礼を伝える姿があり、シンプルだけど大切なことを全てのお客 

様に伝えることができました。製品購入後は「うわ～、すごく 

素敵なバック、このステッカーかわいい」と言う言葉をもらっ 

て、嬉しい様子でした。貴重な体験をすることができました。 



 

「岐阜県 事業所一覧」で検索すると岐阜県の公式ホームページに詳細が載っています。 

 

 

※障害福祉サービスの内容の詳細については、キャリア支援部より全校児童生徒にお渡ししている「進路のし

おり」より抜粋して裏面に記載しました。ご確認ください。 

 

 

サービス 事業所 新規 内容 住所 

訪問系 

サービス 訪問介護ネリネ 

新規 居宅介護 

重度訪問介護  
岐阜市織田町1丁目21 Comodo  Base3B 

058-213-9985 

訪問介護うさぎ 
新規 居宅介護 

重度訪問介護 
岐阜市琴塚2-1-3 第8澤義マンション103 

058-213-1204 

サフィール鵜沼ケアステーシ

ョン 

新規 居宅介護 

重度訪問介護 
各務原市鵜沼羽場町3-10-8 

058-260-9300 

ケアリール訪問介護事業所 

下有知 

新規 居宅介護 

重度訪問介護 
関市下有知今宮2811-3 

0575-24-2777 

ハッピーシニア岐阜障害福祉

サービス 

新規 居宅介護 

重度訪問介護 

岐阜市山吹町六丁目29番地2エム＆エム5ビル

201号室 

058-213-6065 

ライフ訪問介護 
新規 居宅介護 

重度訪問介護 

岐阜市福光南町12番地15 

058-214-7358 

訪問介護・重度訪問介護事業

所ナーゴナーゴ 

新規 居宅介護 

重度訪問介護 
岐阜市福富天神前306番地１ 

080-4461-0289 

日中活動 

サービス 
就労継続支援B型 Gifty 

新規 

就労継続B型 岐阜市水海道4丁目23番地７ 

058-201-065 

ほたるの仕事場 岐阜栄光 新規 就労継続B型 岐阜市加納寿町4丁目1番地 1-F 

058-322-7720 

就労継続支援B型 ライ

フ・リアン折立 

新規 就労継続B型 岐阜市折立781-1 

058-213-5660 

みんなとつながる大きな輪 新規 生活介護 各務原市大野町3-235 

058-260-9033 

短期入所 短期入所 各務原鵜沼朝日

町 

新規 短期入所 各務原市鵜沼朝日町4-193-1 

058-385-1210 

グループホ

ーム 

障がい者グループホームｃｏ

ｃｏｒｏ 
新規 グループ 

ホーム 

岐阜市鶴田町3丁目7番20 

058-213-1388 

ソーシャルインクルーホーム

各務原鵜沼朝日町 
新規 グループ 

ホーム 

各務原市鵜沼朝日町4-193-1 

058-385-1210 

グループホーム ライフ・リ

アン折立 
ヌークス ヴィレッジ 

新規 グループ 

ホーム 

岐阜市折立782-1 

058-213-1750 

新しい事業所の一部です 
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26315.html 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/26315.html


 

障がい福祉サービスの詳細 

◎居宅介護・・ホームヘルプサービス。自宅で入浴、排せつ、食事の介助などを行います。 

◎重度訪問介護・・重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外

出時における移動支援などを総合的に行います。 

◎行動援護・・自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支

援を行います。 

◎短期入所（ショートステイ）・・自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、

排せつ、食事の介護などを行います。 

◎生活介護・・常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又

は生産活動の機会を提供します。 

◎就労移行支援事業・・一般就労などを目指して、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場定

着のための支援などを実施しています。就労に向けての作業訓練などを行い、期間は２４か月です。 

◎就労継続支援Ａ型・・通所により雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知

識・能力が高まった者について、一般就労を目指しての支援を行います。岐阜県の最低賃金が保障されてい

ます。 

◎就労継続支援Ｂ型・・就労の機会の提供及び就労等に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等の支援

を行います。Ａ型とは異なり、事業所と障がい者との間で雇用契約は結びません。 

◎自立訓練（生活訓練）・・障がいのある人が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのことをす

る訓練を行います。一定期間（２４か月）の支援計画に基づいて行います。 

◎グループホーム・・食事の援助、掃除、洗濯、買い物等の日常生活関連動作の支援を行います。 

（共同生活援助）緊急時の応急対策や健康管理、服薬管理、金銭管理の援助を行います。地域生活のルール、

コミュニケーション支援、余暇活動の支援を行います。 

◎自立生活援助・・ひとり暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応によ

り必要な支援を行います。 


